
学校法人会計基準
（当年度収支差額等の記載）
第二十八条 第二十三条各号に掲げる活動ごとの当該会計年度の収支差額（事業活動収入

の額から事業活動支出の額を控除した額をいう。以下同じ。）は、事業活動支出の部
の次に予算の額と対比して記載するものとする。

２ 当該会計年度の経常収支差額（第二十三条第一号に掲げる活動の収支差額に同条第
二号に掲げる活動の収支差額を加算した額をいう。以下同じ。）は、同号に掲げる活
動の収支差額の次に予算の額と対比して記載するものとする。

３ 当該会計年度の基本金組入前当年度収支差額（経常収支差額に第二十三条第三号に
掲げる活動の収支差額を加算した額をいう。以下同じ。）は、同号に掲げる活動の収
支差額の次に予算の額と対比して記載するものとする。

４ 当該会計年度の基本金組入額は、基本金組入前当年度収支差額の次に予算の額と対
比して記載するものとする。

５ 当該会計年度の当年度収支差額（基本金組入前当年度収支差額から基本金組入額を
控除した額をいう。以下同じ。）は、基本金組入額の次に予算の額と対比して記載す
るものとする。

（翌年度繰越収支差額）
第二十九条 当該会計年度において次に掲げる額がある場合には、当該額を加算した額を、

翌年度繰越収支差額として、翌会計年度に繰り越すものとする。
一 当年度収支差額
二 前年度繰越収支差額（当該会計年度の前会計年度の翌年度繰越収支差額をいう。）
三 第十四条の規定により当該会計年度において取り崩した基本金の額

（翌年度繰越収支差額の記載）
第三十条 翌年度繰越収支差額は、当年度収支差額の次に、前条の規定による計算ととも

に、予算の額と対比して記載するものとする。
（事業活動収支計算書の様式）
第三十一条 事業活動収支計算書の様式は、第二号様式のとおりとする。



旧学校法人会計基準
（当年度収支差額等の記載）
第二十条 第十五条各号に掲げる活動ごとの当該会計年度の収支差額（事業活動収入の額

から事業活動支出の額を控除した額をいう。以下同じ。）は、事業活動支出の部の次
に予算の額と対比して記載するものとする。

２ 当該会計年度の経常収支差額（第十五条第一号に掲げる活動の収支差額に同条第二号
に掲げる活動の収支差額を加算した額をいう。以下同じ。）は、同号に掲げる活動の
収支差額の次に予算の額と対比して記載するものとする。

３ 当該会計年度の基本金組入前当年度収支差額（経常収支差額に第十五条第三号に掲げ
る活動の収支差額を加算した額をいう。以下同じ。）は、同号に掲げる活動の収支差
額の次に予算の額と対比して記載するものとする。

４ 当該会計年度の基本金組入額は、基本金組入前当年度収支差額の次に予算の額と対比
して記載するものとする。

５ 当該会計年度の当年度収支差額（基本金組入前当年度収支差額から基本金組入額を控
除した額をいう。以下同じ。）は、基本金組入額の次に予算の額と対比して記載する
ものとする。

（翌年度繰越収支差額）
第二十一条 当該会計年度において次に掲げる額がある場合には、当該額を加算した額を、

翌年度繰越収支差額として、翌会計年度に繰り越すものとする。
一 当年度収支差額
二 前年度繰越収支差額（当該会計年度の前会計年度の翌年度繰越収支差額をいう。）
三 第三十一条の規定により当該会計年度において取り崩した基本金の額

（翌年度繰越収支差額の記載）
第二十二条 翌年度繰越収支差額は、当年度収支差額の次に、前条の規定による計算とと

もに、予算の額と対比して記載するものとする。
（事業活動収支計算書の様式）
第二十三条 事業活動収支計算書の様式は、第五号様式のとおりとする。


